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＜法定協議会＞                             
八日市市・永源寺町・五個荘町・ 
愛東町・湖東町合併協議会規約  

 
（設置） 
第１条 八日市市、永源寺町、五個荘町、愛東町及び湖東町（以下「１市４町」

という。）は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項

及び市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第３条第１項

の規定に基づき、合併協議会を置く。 
 
（名称） 
第２条 この合併協議会の名称は、八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖

東町合併協議会（以下「協議会」という。）とする。 
２ この協議会の略称を東近江１市４町合併協議会とする。 
 
（担任事務） 
第３条 協議会の担任する事務は、次に掲げるとおりとする。 
 （１）１市４町の合併に関する協議 
 （２）１市４町の合併に伴う新市建設計画の作成 
 （３）前２号に掲げるもののほか、１市４町の合併に関し必要な事項 
 
（協議会の事務所の位置） 
第４条 協議会の事務所は、八日市市に置く。 
 
（組織） 
第５条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 
 
（会長及び副会長） 
第６条 会長及び副会長は、１市４町の長が協議により、次条第１項の規定に基

づき委員となるべき者の中から、これを選任する。 
２ 会長及び副会長は、非常勤とする。 
 
（委員） 
第７条 委員は、次の者（前条第１項の規定により会長及び副会長に選任された

者を除く。）をもって充てる。 
（１）１市４町の長 
（２）１市４町の議会が選出する議員各２名 
（３）１市４町の長が協議して定めた学識経験を有する者２２名以内 
２ 委員は、非常勤とする。 
 
 
 



  

（会長及び副会長の職務） 
第８条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 
２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 
 
（会議） 
第９条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 
２ 会議の開催日時及び場所は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらか

じめ副会長及び委員に通知しなければならない。 
 
（会議の運営） 
第１０条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 
２ 会長は、会議の議長となる。 
３ 前２項に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、会長が会議

に諮り別に定める。 
 
（関係職員等の出席） 
第１１条 会長は､必要に応じて関係職員等を会議に出席させ、説明又は助言を

求めることができる。 
 
（小委員会） 
第１２条 協議会は、担任事務の一部について調査、審議等を行うため小委員会

を置くことができる。 
２ 小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。 
 
（幹事会） 
第１３条 協議会に提案する必要な事項について協議又は調整するため、協議会

に幹事会を置く。 
２ 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
 
（専門部会） 
第１４条 第３条各号に掲げる事項を専門的に協議又は調整するため、幹事会

に専門部会を置く。 
２ 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
 
（附属機関） 
第１５条 協議会は、第３条各号に掲げる事項を遂行するため、協議会に附属

機関を置くことができる。 
２ 附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定め

る。 
 
 



  

（事務局） 
第１６条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。 
２ 協議会の事務に従事する職員は、１市４町の長が協議して定めた者をもって

充てる。 
３ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
 
（経費の負担） 
第１７条 協議会の経費は、１市４町で均等に負担するものとする。 
２ １市４町は、前項の規定による負担金を年度開始後速やかに協議会に納付し

なければならない。 
 
（財務に関する事項） 
第１８条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会

長が別に定める。 
 
（監査） 
第１９条 協議会の出納の監査は、会長の属する市又は町の監査委員に委嘱して

監査を行う。この場合において、監査委員は、監査の結果を会長に報告しなけ

ればならない。 
 
（報酬及び費用弁償） 
第２０条 協議会の会長、副会長、委員及び監査委員は、報酬及びその職務を行

うために要する費用弁償を受けることができる。 
２ 前項に定める報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等については、会長が会

議に諮り別に定める。 
 
（協議会解散の場合の措置） 
第２１条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって

打ち切り、会長であったものがこれを決算する。 
 
（補則） 
第２２条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会

議に諮り別に定める。 
 

付 則 
１ この規約は、告示の日から施行する。（平成１５年６月２７日施行） 
２ 協議会が設けられた年度の予算に関しては、第１７条第２項中「年度開始後」

とあるのは「協議会の予算成立後」と読み替えるものとする。 



合 併 協 定 項 目 と 調 整 内 容 
項目 NO 協  定  項  目 調  整  内  容 

１ 合併の方式 新設（対等）合併か編入（吸収）合併かを決定します。 
２ 合併の期日 新市の施行日について、様々な視点から円滑に移行できる目標

期日を定めます。 
３ 新市の名称 新市にふさわしい新しい名称について、決定方法や選定基準な

どについて検討し、これに基づき名称の選定～決定を行いま

す。 
４ 新市の事務所（市役所）の位置 新市の市役所の位置や施設整備方針などについて協議します。 
５ 議会の議員の定数及び任期の取

扱い 

合併特例法による定数や任期の特例措置を考慮しながら、各市

町の議員の任期の取り扱いについて協議します。また、新市に

おける議会の議員の定数についても予め検討を行います。 
６ 農業委員会の委員の定数及び任

期の取扱い 

合併特例法による定数や任期の特例措置を考慮しながら、農業

委員会の委員の定数や任期について協議します。 
７ 一般職の職員の身分の取扱い 職員の任用制度や勤務条件等について、不均衡が生じないよう

調整方針を協議します。 
８ 特別職の身分の取扱い 法令に基づき、合併関係市町の三役、教育長、教育委員、監査

委員、各種審議会委員など特別職の身分の取り扱いについて確

認すると共に、新市における特別職の選任方針や選任方法を確

認します。 
９ 財産の取扱い 合併関係市町が所有する土地や建物、有価証券、借入金等、財

産の取扱いについて協議を行います。 
１０ 地方税の取扱い 住民税、固定資産税など各税の税率や納付などの統一に向けて

調整を行います。 
１１ 町名、字名の取扱い 町（丁目）、字の名称について調整方針を協議します。 
１２ 慣行の取扱い 市章、花、木、鳥、市民憲章などの調整方針を協議します。 
１３ 一部事務組合等の取扱い ごみ、し尿、消防など、広域で共同処理している各種組合につ

いて調整方針を協議します。 
１４ 条例、規則等の取扱い 合併により各市町の条例や規則等は失効するため、新市の条

例、規則等について調整方針を協議します。 
１５ 組織及び事務機構の取扱い 合併後も円滑に住民サービスが提供できるように、新市にふさ

わしい組織や機構についての考え方や調整方針を協議します。 
１６ 公共的団体等の取扱い 農林関係団体、商工関係団体、文化関係団体、その他各種団体

など、新市での一体性から、そのあり方について調整方針を協

議します。 
１７ 使用料、手数料等の取扱い 使用料、手数料等について、制度の効率的な運用と格差是正な

どの観点から調整を行います。 
１８ 補助金、交付金等の取扱い 各種団体や事業への補助金について、合併後の制度や運用、補

助条件等の調整方針を協議します。 
１９ 各種事務事業の取扱い 新市として業務の一体性を速やかに確立し、円滑な行政運営と

住民サービスの提供が図れるように、次の２４項目の事務事業

について調整を行います。 
―１ 消防防災関係事業 消防団、地域防災計画などについて調整を行います。 
―２ 電算システム事業 合併施行日に円滑な稼動ができるよう、電算システムの統合に



向けた調整方針を決定します。 
―３ 交通政策事業 交通安全運動や対策、交通安全協会、自転車対策、コミュニテ

ィバスなどについて調整を行います。 
―４ 広報広聴関係事業 広報紙の発行、インターネット、有線放送、CATVなど情報提

供事業、住民相談などについて調整を行います。 
―５ 姉妹都市、国際交流事業 姉妹都市や国内の都市交流について調整を行います。 
―６ コミュニティ施策 自治会や地域活動に関する事項について調整を行います。 
―７ 人権対策関係事業 人権関係審議会、推進対策本部、推進計画、各種人権相談事業

などについて調整を行います。 
―８ 生活環境事業 ごみ処理収集方法や回収、ごみ減量に係る施策や助成制度、ご

み処分手数料などについて調整を行います。 
―９ 上・下水道事業 し尿処理や生活雑排水対策、公害防止対策、環境保全に係る諸

施策などについて調整を行います。 
―10 高齢者福祉事業 高齢者に対する様々な支援や福祉事業について調整を行いま

す。 
―11 介護保険事業 介護保険に関する事務事業について調整を行います。 
―12 障害者福祉事業 障害者福祉施設への支援、社会参加や日常生活への援助・事業

などについて調整を行います。 
―13 児童福祉事業 児童手当や子育て支援事業、学童保育支援事業などについて調

整を行います。 
―14 病院（診療所）関係事業 国保診療所や合併関係市町が経営する病院などについて調整

を行います。 
―15 生活保護事業 生活保護事業について調整を行います。 
―16 国民健康保険事業 保険料、給付内容、諸施策について調整を行います。 
―17 保健衛生事業 母子保健事業や予防事業、乳幼児検診、健康診断、医療体制、

防疫などについて調整を行います。 
―18 建設関係事業 道路、河川、公営住宅、危険個所等の整備・維持管理などにつ

いて調整を行います。 
―19 都市計画関係事業 都市計画区域指定や開発指導要綱、都市公園、都市計画街路、

都市計画審議会などについて調整を行います。 
―20 農林水産関係事業 農村整備事業、森林整備事業、森林組合関係などについて調整

を行います。 
―21 商工・観光・労政関係事業 商工業や物産の振興対策、勤労者対策、企業内人権啓発などに

ついて調整を行います。 
各種イベントや観光振興対策について調整を行います。 

―22 学校教育事業 保育料、給食、施設整備など、幼稚園・小学校・中学校の管理

運営や教育相談事業などについて調整を行います。 
―23 社会教育事業 公民館・図書館・文化ホール・資料館・社会体育施設などの管

理運営や事業、社会教育や社会体育の各種事業、歴史文化事業

についての調整を行います。 
―24 その他協議が必要な事業 上記協定項目以外で必要とされる場合に調整を行います。 
２０ 新市建設計画 新市の将来像や主要な事業など、合併後のまちづくりの基本と

なる計画について協議を行います。 
 


